
船舶事故等調査報告書 

平成２７年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第８６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２１日 １５時２５分ごろ 

発生場所 和歌山県広川
ひろがわ

町唐尾
か ら お

漁港西方沖 

 唐尾港北防波堤灯台から真方位２７４°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°００.４６′ 東経１３５°０８.２７′） 

事故等調査の経過  平成２６年７月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 監視取締艇 あるでばらん、４.８トン 

   ２９１－４１７０８和歌山、国土交通省 

Ｂ 水上オートバイ ゴッドマザー、０.２トン 

   ２５０－５５６９６大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型船舶操縦士 

  同乗者Ｂ 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首端下部及び左舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 操縦ハンドル左側に擦過傷、左側のサイドミラーに破損等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、海難防止の啓発活動中、唐尾

漁港西方沖において、Ａ船の北東方を遊走中のＢ船に海難防止用パン

フレットを配布するため、Ｂ船に停船を要請した。 

 船長Ａは、Ｂ船にパンフレットを渡す旨を伝え、船長Ｂが了解した

のちに機関操縦レバーを前進と中立を繰り返してＢ船の左舷側にゆっ

くりと接近中、平成２６年７月２１日１５時２５分ごろＡ船の左舷船

首部とＢ船の操縦ハンドル左側付近とが衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船の乗船者２人が落水したことを知り、巡視艇に海上

保安署への通報を依頼し、漂流しているＢ船に移乗して船長ＢをＢ船

に引き揚げて救助した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び同乗者Ｂが乗り、共に救命胴衣を着用し、唐尾

漁港南西方の唐尾海岸を出発して前面海域で遊走中、Ａ船から停止す

るように要請されたので、機関を止めて停留していたところ、Ｂ船の

操縦ハンドル左側付近とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、衝突によって右舷側へ落水し、船長ＢはＢ

船に移乗した船長Ａに救助され、同乗者Ｂは海岸にいた仲間の水上オ



ートバイに救助された。 

 同乗者Ｂは、腰に痛みを感じていたので、翌日、自宅近くの病院で

受診したところ、腰椎捻挫と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約５０cm、波向 南南東 

 その他の事項  Ａ船は、本事故発生前に機関、機器類に不具合はなかった。 

 Ａ船では、ふだん、パンフレットなどの配布物を渡す場合、たも網

に入れて渡していたが、本事故時は、風が強く吹いてきており、パン

フレットが飛ぶおそれがあったので、手渡しすることとした。 

 船長Ａは、Ｂ船に接近したときには、Ｂ船が、Ａ船の船首の下部に

位置するようになり、ほとんど見えない状況であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、唐尾漁港西方沖において、Ｂ船にパンフレットを船首から

手渡ししようとして接近中、Ｂ船がＡ船の船首の死角に入る状況とな

り、船長ＡがＢ船までの距離を目測できなかったことから、左舷船首

部とＢ船の操縦ハンドル左側付近とが衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、唐尾漁港西方沖を遊走中、Ａ船から停止するように指示を

受け、パンフレットを受け取ろうとして機関を停止し、停留していた

ところ、操縦ハンドル左側付近とＡ船の左舷船首部とが衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、唐尾漁港西方沖において、Ａ船がＢ船に接近中、Ｂ船が

停留中、Ｂ船がＡ船の船首の死角に入る状況となり、船長ＡがＢ船ま

での距離を目測できなかったため、Ａ船の左舷船首部とＢ船の操縦ハ

ンドル左側付近とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶に接近する場合は、対象船舶までの距離を目測できる態勢で

接近すること。なお、視認しにくい状況となったときのために、

事前に船首配置者と打合せを行い、合図等を決めておくことが望

ましい。 

 ・他船への接舷に際し、風波の影響を受けるおそれがある場合は、

海上での接舷を取りやめることが望ましい。 

 


